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水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号

水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

水
道
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
水
道
事
業
の
休
止
等
の
許
可
の
申
請
）

（
水
道
事
業
の
休
止
等
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条

省
令
第
八
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
及
び
休
廃
止
計
画
書
は
、
別
に

第
七
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
組
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

水
道
事
業
の
名
称

三

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

四

休
止
又
は
廃
止
の
理
由

五

一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
区
域
及
び
そ
の
区
域
の
現
在
給
水
人

口
六

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
給
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
道
事
業
の
廃
止
の
届
出
）

（
水
道
事
業
の
廃
止
の
届
出
）

第
九
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
九
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略
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（
料
金
の
変
更
の
届
出
）

（
料
金
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

省
令
第
十
二
条
の
六
の
届
出
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

第
十
一
条

省
令
第
十
二
条
の
五
の
届
出
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
省
令
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
省
令
第
十
二
条
の
五
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、

料
金
の
変
更
に
係
る
議
決
書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

料
金
の
変
更
に
係
る
議
決
書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
道
技
術
管
理
者
の
設
置
の
届
出
等
）

（
水
道
技
術
管
理
者
の
設
置
の
届
出
等
）

第
十
四
条

水
道
事
業
者
又
は
専
用
水
道
設
置
者
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項

第
十
四
条

水
道
事
業
者
又
は
専
用
水
道
設
置
者
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
水
道
技
術
管
理
者
を
設
置
し
、
又
は
当
該
水
道
技
術
管
理
者
を
変
更
し

よ
り
水
道
技
術
管
理
者
を
設
置
し
、
又
は
当
該
水
道
技
術
管
理
者
を
変
更
し

た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

水
道
技
術
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業
の
水
道
技
術
管
理
者
、
受
託
水
道

六

水
道
技
術
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業

業
務
技
術
管
理
者
若
し
く
は
水
道
施
設
運
営
等
事
業
技
術
管
理
者
又
は
他

又
は

の
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
若
し
く
は
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者

専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
又
は

受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者

を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
水
道
事
業
又
は
専
用
水
道

を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
水
道
事
業
又
は
専
用
水
道

の
名
称

の
名
称

七

略

七

略

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
水
道
法
施
行
令
第
七
条
に
規
定
す
る
資
格
（
専
用

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
水
道
法
施
行
令
第
六
条
に
規
定
す
る
資
格
（
専
用

水
道
設
置
者
が
県
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
本
則
に
規
定
す
る
資

水
道
設
置
者
が
県
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
本
則
に
規
定
す
る
資

格
）
を
証
す
る
履
歴
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
水
道

格
）
を
証
す
る
履
歴
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
水
道

が
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
簡
易
水
道
事
業
の
用

が
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
簡
易
水
道
事
業
の
用

に
供
す
る
水
道
で
あ
る
場
合
又
は
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

に
供
す
る
水
道
で
あ
る
場
合
又
は
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
専
用
水
道
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

受
け
る
専
用
水
道
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

略

３

略

（
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
の
設
置
の
届
出
等
）

（
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
の
設
置
の
届
出
等
）
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第
十
七
条

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
水
道
管
理
業
務
受
託
者
に

第
十
七
条

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
水
道
管
理
業
務
受
託
者
に

よ
る
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
の
設
置
又
は
変
更
及
び
水
質
検
査
の
実
施

よ
る
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
の
設
置
又
は
変
更
及
び
水
質
検
査
の
実
施

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
水
道
事

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
水
道
事

業
者
又
は
専
用
水
道
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
管
理
業
務
受
託
者
」

業
者
又
は
専
用
水
道
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
水
道
管
理
業
務
受
託
者
」

と
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
と

と
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
水
道
技
術
管
理
者
」
と
あ

あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
三
項
」
と
、
「
水
道
技
術
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
」
と
、
同
号

中

る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
第
六
号
中

「
水
道
技
術
管
理
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
が
」

「
水
道
技
術
管
理
者
が
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
が
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
に
規
定
す
る
資
格
（
専
用
水
道
設
置
者
が
県

と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
に
規
定
す
る
資
格
（
専
用
水
道
設
置
者
が
県

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
本
則
に
規
定
す
る
資
格
）
」
と
あ
る
の
は

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
条
例
本
則
に
規
定
す
る
資
格
）
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
一
条
に
規
定
す
る
資
格
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
水
道
技
術
管
理

「
第
九
条

に
規
定
す
る
資
格
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
水
道
技
術
管
理

者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
」
と
、
第
十
五
条
中
「
第

者
」
と
あ
る
の
は
「
受
託
水
道
業
務
技
術
管
理
者
」
と
、
第
十
五
条
中
「
第

二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


